
「介護職員処遇改善計画書」の内容で、処遇改善加算の届け出を行い、加算を受ける手続きを行いました。

詳細は下記をご確認ください。

この処遇改善加算は、介護保険収入に一定の乗率をかけて算出します。

したがって、この一時金は今年度の業績により変動（※１）しますのでご了承ください。

なお、令和７年度の賃金改善の見込額は①昇給　②資格手当の創設　③各種役職手当の創設　④処遇改善手当の支給　

⑤①②③に伴う賞与の増　⑥一時金の支給　⑦①～⑥に伴う法定福利費の増が含まれます。

※１　「介護保険収益」収益の増減が、一時金の金額に影響します。
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